
11月10日（火）・11日（水）・12日（木）日 時

［開催時間］ 14：00～15：30
地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線

青山一丁目駅 徒歩1分

FAXでのお申込み 下記申込書に氏名等ご記入のうえ03-6439-5813までFAXをお願い致します。
webページからのお申込み 弊社ホームページhttp://www.azn.co.jpより「セミナーのご案内」にアクセスして下さい。お申込み

〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス
メール：azn-webiner@azn.co.jp　セミナー担当お問合せ

〒107-0052
東京都港区赤坂8丁目4番14号
青山タワープレイス3階
（赤坂郵便局隣り）

【電車・徒歩でお越しの場合】
地下鉄　銀座線・半蔵門線・大江戸線
「青山一丁目駅」（4番出口）より徒歩1分

【お車でお越しの場合】
指定の駐車場をご案内致しますので、
事前にお知らせ下さい。

11月10日（火）・11日（水）・12日（木）2020年
受付 13：30　 開始 14：00　終了 15：30

日　時

11月10日（火）～11月16日（月）の各日2020年
①14：00～15：30 もしくは ②18：00～19：30

日　時

青山タワープレイス3階
セミナールーム

会　場

2020年

11月10日（火）～11月16日（月）の各日日 時

［開催時間］ ①14：00～15：30　②18：00～19：30

2020年

キ
リ
ト
リ
線

青山タワープレイス３階 セミナールーム
東京都港区赤坂8丁目4番14号会 場

注）このダイレクトメールの送付先は、インターネット・タウンページ等により取得しております。この情報はセミナーのご案内以外の利用は致しません。
個人情報についてのお問合せ及びこのダイレクトメールの送付を今後希望されない方は、株式会社青山財産ネットワークス情報セキュリティー委員会事務局、
電話：0120-022-313（フリーダイヤル/受付時間：平日午前9時～午後5時）までお申し出下さい。

参加希望日

法　人　名
事 業 所 名

ご　住　所

TEL

〒

アドレス

ご 参 加 者 氏名
フ リ ガ ナ

ご希望の日時に〇を付けて下さい。

無料個別相談
□希望する
□希望しない

11/10（火）・11/11（水）・11/12（木）

役職
※お申込み頂いた方には後日『確認書』をご送付致します。 万一、こちらから連絡がない場合は大変お手数ですがご一報頂けましたら幸いです。

：03-6439-5813申込書
FAX

webページからのお申込み（来場型およびWEB型）

FAXでのお申込み（来場型のみ）

http://www.azn.co.jp
より「セミナーのご案内」にアクセスして下さい。

弊社ホームページ

※来場にて参加希望の方は内面の「新型コロナウイルスの対応について」をご熟読の上、ご参加ください。

来場型（1日5名様限定）

WEB型

お申込みQRコード 来場型
1日5名様限定

WEB型

土地収用
を控える皆様のための
事前対策セミナー

収用はピンチ？チャンス？
得する人、損する人の違いは？

コロナの影響は？

多くの疑問に答えます！

完全予約制

完全予約制



石黒 大揮
株式会社青山財産ネットワークス
財産コンサルティング第二事業本部
コンサルティングアドバイザリー室

第2部
40分

山﨑 陽介
株式会社青山財産ネットワークス
財産コンサルティング第二事業本部
第二事業部 コンサルタント

大学卒業後、不動産、建築、保険の経
験を経て2013年より現職。賃貸建
物建築や生命保険による相続対策
事情に詳しい。
収用事案も多く経験し、現在も複数
事案に取組中。
顧客に対しては、良きブレーンとして
だけでなく、ファミリーの中での良き
進行役として寄り添うのが信条。

資格：宅地建物取引士

収用の「今」を、経験豊富な講師陣が解説します！

経験する機会は相続よりも少ない収用…
居残った方が得する？等様々な噂や謎の多い収用

弊社セミナーへの参加を検討される方々より、
よくいただくご質問です。

新型コロナウイルス感染症の対応について

 Q1 青山財産ネットワークスとはどんな会社なのか?

　株式会社青山財産ネットワークスは「相続・事業承継・不動産」等を主軸とし、個人財産、法人財産、
財産運用等のコンサルティング業務を展開する財産相談すべてをお任せいただけるプロフェッショナル
集団です。1991年に株式会社船井総合研究所のグループ会社として設立され、「株式会社船井財産
コンサルタンツ」から社名変更を行い、現在に至ります。
　私たちは財産コンサルティング分野における数少ない上場会社として、法令を遵守し、透明性の
高い経営に努め、多くのお客様の信頼に応えています。また1代限りの個人事務所とは異なり、継続企業
としてお客様を支え続ける体制づくりにも取り組んでいます。

 Q2 顧問税理士にも相談しているので、それで十分ではないか?

　一般的に顧問税理士の方は税務に特化しており、かつ日常の業務の中心は、所得税や法人税など
申告業務です。一方、相続や事業承継の対策においては、所得税や法人税とは異なる分野である資産税に
かかわる専門知識が必要です。病院で例えると、外科と
内科の違いをイメージして下さい。
　また税務のみならず財産の全般に対する広範な専
門知識が必要です。弊社では社内に資産税に豊富な
経験を持つ税理士の有資格者が多数在籍するほか、
金融機関、不動産会社、建築会社等の幅広い分野の
出身者がおり、プロジェクトチームを組んで、お客様の
課題解決に取り組んでおります。

　本セミナーは、安心してご参加頂けるよう以下の感染予防対策を行います。

■ 1回の講演につき５名様までの限定参加とさせていただき、講演中は窓を換気致します。
■ 講師及びスタッフは、事前検温の実施を行い、マスク若しくはフェイスシールドを着用します。

　ご参加される方におかれましては、以下にご協力ください。

■ 手洗いうがい、マスク等による咳エチケットの徹底をお願いします。マスクはご自身にてご準備を
お願いいたします。 

■ 受付前で非接触体温計にて検温を行わせていただきます。 
■ 入室時、手指の消毒にご協力ください。 
 ※会場各所にはアルコールジェルを設置致します。

■ 発熱、咳症状など体調のすぐれない場合のご来場はお控え頂き、Web型セミナーをご利用ください。
 尚、開催間近の状況によっては、講演を中止させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

第1部
40分

税理士法人勤務時代に法人税業務、
資産税業務の経験を経て、2009年
1月より現職。企業経営者や地主の
相続及び事業承継に関する相談業
務や各種提案業務を行っている。
収用に絡む相続対策といった複雑な
事案にも、お客様のニーズを丁寧に
拾い上げて、最適の提案をできるよ
うに日々心がけている。

資格：税理士
　　宅地建物取引士試験合格

『損をしないために全部押さえたい！
収用に関わる税務』
・まずは知ることで有利な選択を考える。  
収用による補償金と土地売買代金にかかる  
税金と特例を分かりやすく解説。
・細かい税金も準備しておけば安心。  
不動産取得税は？登録免許税は？  
代替地を取得した時の税務を解説。　

『準備が大事！ではその準備とは？
～収用の成功事例から学ぶ～』
・収用する側される側、流れを整理することから 
準備は始まる。そのポイントを解説。
・収用の成否は単に代金の大小なのか。  
どうすれば成功と言えるのか。  
収用を機に相続対策まで成功させた、  
実際の事例に沿ってポイント解説。　


